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佐野市農業委員会総会議事録 

 

１．開催日時  令和２年１２月２４日（木）午後１時３０分から午後２時２２分まで 

 

２．開催場所  佐野市役所本庁舎 ７階委員会室 

 

３．出席委員 （１６人） 

   会長        １６番  志賀喜一 

   委員         １番  川上美由紀 

   委員         ２番  石川俊雄 

委員         ３番  立川久恵 

委員         ４番  相場重雄 

   委員         ５番  小関昭男 

   委員         ６番  向田栄一 

委員         ７番  小林秀男 

   委員         ８番  新井 勉 

   委員         ９番  若田部明 

   委員        １０番  金子一郎 

委員        １１番  本島光雄 

   委員        １２番  大朏 孝 

委員        １３番  野村春男 

   委員        １４番  川田恒夫 

 委員        １５番  澁江修身 

 

４．欠席委員 （０人） 

    

 

 

 

 

 

  



５．議事日程 

 日程第１ 会期の決定について 

 日程第２ 議事録署名委員の指名について 

 日程第３ 会議書記の指名について 

 日程第４ 報告第１号から報告第２号までについて 

      報告第１号 農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用届出について 

報告第２号 農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出について 

 日程第５ 議案第１号から議案第７号までについて 

議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について 

   議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

   議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

議案第４号 非農地証明願について 

議案第５号 佐野農業振興地域整備計画の軽微な変更について 

   議案第６号 佐野市農用地利用集積計画の決定について 

   議案第７号 農地中間管理事業に係る農用地利用集積計画の決定について 

 

 

６．農業委員会事務局職員 

   事務局長     小野 勉 

     参事     磯部高志 

農地調整係  係長 飯島浩之 

         主査 飯塚康夫 

         主事 小松﨑梨菜 

        主事補 柿沼誠一郎 

 

７．会議の概要 

事務局長 

 

 

議 長 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

ただいまから、令和２年第１３回佐野市農業委員会総会を始めさせて

いただきます。 

 

開会に先立ち、事務局長をして本日の出席委員数の報告をさせます。事

務局長、お願いします。 

 

はい、ご報告申し上げます。ただいまの出席委員は、１６名でございま

す。 

また、農地利用最適化推進委員の出席は１３名でございます。 

 

ただいま、事務局長の報告のとおり、出席委員数は１６名であります。

したがって、定足数に達しておりますので、会議は成立いたします。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

ただいまから、令和２年第１３回佐野市農業委員会総会を開会いたし

ます。 

これより、議事日程に入ります。 

 

日程第１、「会期の決定について」でございますが、本日１日としたい

と思いますが、これにご異議ございませんか。 

 

   （なしの声） 

 

異議なしと認め、会期は本日１日と決定いたします。 

 

次に、日程第２、「議事録署名委員の指名について」でありますが、総

会規則第１９条第２項の規定により、議席番号６番 向田栄一委員、議席

番号１１番 本島光雄委員のご両名を指名いたします。ご了承願います。 

 

次に、日程第３、「会議書記の指名」を行います。本日の会議書記には、

農業委員会事務局職員の飯塚康夫主査、小松﨑梨菜主事を指名いたしま

す。ご了承願います。 

 

次に、日程第４に入ります。報告の案件は、報告第１号から報告第２号

までであります。 

 

はじめに、報告第１号「農地法第４条第１項第８号の規定による農地転

用届出について」事務局より報告をさせます。 

 

報告第１号 農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用届出に

ついて、このことについて、佐野市農業委員会事務局事務専決規程第２条

第７号の規定により、次のとおり専決処分したので、同規程第３条の規定

により報告します。 

令和２年１２月２４日提出 佐野市農業委員会会長。 

 

（報告第１号 朗読し報告） 

 

事務局の報告が終わりました。報告第１号は、事務局の報告のとおりで

あります。ご了承願います。 

次に、報告第２号「農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届

出について」事務局より報告をさせます。 

 



事務局 
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報告第２号 農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出に

ついて、このことについて、佐野市農業委員会事務局事務専決規程第２条

第７号の規定により、次のとおり専決処分したので、同規程第３条の規定

により報告します。 

令和２年１２月２４日提出 佐野市農業委員会会長。 

 

（報告第２号 朗読し報告） 

 

事務局の報告が終わりました。報告第２号は、事務局の報告のとおりで

あります。ご了承願います。 

 

次に、日程第５に入ります。本日、ご審議いただく案件は、議案第１号

から議案第７号まででございます。 

まず、議案第１号「農地法第３条第１項の規定による許可申請につい

て」を議題といたします。事務局をして議案第１号の説明をさせます。 

 

議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について、次

のとおり許可申請がありましたので、意見を求めます。 

令和２年１２月２４日提出 佐野市農業委員会会長。 

 

（議案第１号 朗読し説明） 

 

続きまして、現地調査の結果を報告いたします。 

３条６０３番 契約内容は、売買による所有権の移転。対価は○○円。

申請地までの距離は０．５㎞、所要時間は３分です。大農機具の所有状況

は、トラクター２台、田植機２台、コンバイン１台、乾燥機２台を所有し

ております。農作業従事人数は２人、従事日数は２１０日です。 

検討事項７項目につきましては、５番につきまして、許可後の耕作面積

は下限面積に達しますので、該当しません。また、７番につきましては、

現地調査を地区担当の委員にお願いいたしまして、結果「問題なし」との

ことですので、こちらも該当しません。その他５項目につきましては、審

査の結果、すべて該当いたしませんので、総合意見としては許可相当と思

われます。 

３条６０４番 契約内容は、売買による所有権の移転。対価は○○円。

申請地までの距離は２．５ｋｍ、所要時間は１０分です。大農機具の所有

状況は、トラクター３台、田植機１台、コンバイン１台、乾燥機２台を所

有しております。農作業従事人数は２人、従事日数は６００日です。 

検討事項７項目につきましては、５番につきまして、許可後の耕作面積



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

は下限面積に達しますので、該当しません。また、７番につきましては、

現地調査を地区担当の委員にお願いいたしまして、結果「問題なし」との

ことですので、こちらも該当しません。その他５項目につきましては、審

査の結果、すべて該当いたしませんので、総合意見としては許可相当と思

われます。 

３条６０５番 契約内容は、売買による所有権の移転。対価は○○円。

申請地までの距離は０．５ｋｍ、所要時間は５分です。大農機具の所有状

況は、トラクター１台を所有しております。農作業従事人数は３人、従事

日数は４５０日です。 

検討事項７項目につきましては、５番につきまして、許可後の耕作面積

は下限面積に達しますので、該当しません。また、７番につきましては、

現地調査を地区担当の委員にお願いいたしまして、結果「問題なし」との

ことですので、こちらも該当しません。その他５項目につきましては、審

査の結果、すべて該当いたしませんので、総合意見としては許可相当と思

われます。以上です。 

 

事務局の説明が終わりました。これより議案第１号について質疑に入

ります。質疑はありませんか。 

 

（なしの声） 

 

質疑なしと認めます。お諮りいたします。議案第１号については、申請

のとおり許可することに賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（挙手全員） 

 

挙手全員であります。よって、議案第１号については、申請のとおり許

可することに決定いたしました。 

 

次に、議案第２号「農地法第４条第１項の規定による許可申請につい

て」を議題といたします。事務局をして議案第２号の説明をさせます。 

 

議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について、次

のとおり許可申請がありましたので、意見を求めます。 

令和２年１２月２４日提出 佐野市農業委員会会長。 

 

（議案第２号 朗読し説明） 

 



議 長 

 

 

 

調査班 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

事務局の説明が終わりました。なお、本件については、調査班により現

地調査が行われておりますので、調査結果の報告に入ります。議案第２号

について、調査班、お願いします。 

 

４条１２９番について報告します。 

「農地転用許可基準に基づく検討状況」ですが、農地の区分は「第１種

農地」に該当し、許可の基準は「原則不許可」です。立地基準は、不許可

の例外事由である農業用施設に該当します。一般基準は、２番から１１番

までを検討した結果、記載のとおりとなっており、許可の基準は満たして

いるものと判断いたしました。 

以上のようなことから、現地調査班の意見は「許可相当」と思われま

す。 

 

ありがとうございました。以上で調査班による報告が終わりました。こ

れより議案第２号について質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 

   （なしの声） 

 

質疑なしと認めます。お諮りいたします。議案第２号については、転用

に係る面積が３０ａ以下の案件でありますので、栃木県農業会議常設審

議委員会からの意見聴取は行わず、他法令との調整のうえ、申請のとおり

許可することに賛成の委員の挙手を求めます。 

 

   （挙手全員） 

 

挙手全員であります。よって、議案第２号については、転用に係る面積

が３０ａ以下の案件でありますので、栃木県農業会議常設審議委員会か

らの意見聴取は行わず、他法令との調整のうえ、申請のとおり許可するこ

とに決定いたしました。 

 

次に、議案第３号「農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

て」を議題といたします。事務局をして議案第３号の説明をさせます。 

 

議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について、次

のとおり許可申請がありましたので、意見を求めます。 

令和２年１２月２４日提出 佐野市農業委員会会長。 

 

（議案第３号 朗読し説明） 
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事務局の説明が終わりました。なお、本件については、調査班により現

地調査が行われておりますので、調査結果の報告に入ります。議案第３号

について、調査班、お願いします。 

 

５条７７７番について報告します。 

「農地転用許可基準に基づく検討状況」ですが、農地の区分は「第２種

農地」に該当し、許可の基準は「周辺の他の土地に立地することができる

場合は不許可」です。立地基準は、「代替地がない場合」に該当し、一般

基準は、２番から１１番までを検討した結果、記載のとおりとなってお

り、許可の基準は満たしているものと判断いたしました。 

以上のようなことから、現地調査班の意見は「許可相当」と思われま

す。 

５条７７８番について報告します。 

「農地転用許可基準に基づく検討状況」ですが、農地の区分は「第２種

農地」に該当し、許可の基準は「周辺の他の土地に立地することができる

場合は不許可」です。立地基準は、「代替地がない場合」に該当し、一般

基準は、２番から１１番までを検討した結果、記載のとおりとなってお

り、許可の基準は満たしているものと判断いたしました。 

以上のようなことから、現地調査班の意見は「許可相当」と思われま

す。 

５条７７９番について報告します。 

「農地転用許可基準に基づく検討状況」ですが、農地の区分は「第２種

農地」に該当し、許可の基準は「周辺の他の土地に立地することができる

場合は不許可」です。立地基準は、「代替地がない場合」に該当し、一般

基準は、２番から１１番までを検討した結果、記載のとおりとなってお

り、許可の基準は満たしているものと判断いたしました。 

以上のようなことから、現地調査班の意見は「許可相当」と思われま

す。 

５条７８０番について報告します。 

「農地転用許可基準に基づく検討状況」ですが、農地の区分は「第２種

農地」に該当し、許可の基準は「周辺の他の土地に立地することができる

場合は不許可」です。立地基準は、「代替地がない場合」に該当し、一般

基準は、２番から１１番までを検討した結果、記載のとおりとなってお

り、許可の基準は満たしているものと判断いたしました。 

以上のようなことから、現地調査班の意見は「許可相当」と思われま

す。 

５条７８１番について報告します。 

「農地転用許可基準に基づく検討状況」ですが、農地の区分は「第２種
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農地」に該当し、許可の基準は「周辺の他の土地に立地することができる

場合は不許可」です。立地基準は、「代替地がない場合」に該当し、一般

基準は、２番から１１番までを検討した結果、記載のとおりとなってお

り、許可の基準は満たしているものと判断いたしました。 

以上のようなことから、現地調査班の意見は「許可相当」と思われま

す。 

５条７８２番について報告します。 

「農地転用許可基準に基づく検討状況」ですが、農地の区分は「第２種

農地」に該当し、許可の基準は「周辺の他の土地に立地することができる

場合は不許可」です。立地基準は、「代替地がない場合」に該当し、一般

基準は、２番から１１番までを検討した結果、記載のとおりとなってお

り、許可の基準は満たしているものと判断いたしました。 

以上のようなことから、現地調査班の意見は「許可相当」と思われま

す。 

５条７８３番について報告します。 

「農地転用許可基準に基づく検討状況」ですが、農地の区分は「第２種

農地」に該当し、許可の基準は「周辺の他の土地に立地することができる

場合は不許可」です。立地基準は、転用目的が「資材置場」であり、不許

可の例外事由である集落接続に該当します。一般基準は、２番から１１番

までを検討した結果、記載のとおりとなっており、許可の基準は満たして

いるものと判断いたしました。 

以上のようなことから、現地調査班の意見は「許可相当」と思われま

す。 

５条７８４番について報告します。 

「農地転用許可基準に基づく検討状況」ですが、農地の区分は「第１種

農地」に該当し、許可の基準は「原則不許可」です。立地基準は、転用目

的が「資材置場」であり、不許可の例外事由である敷地の拡張に該当しま

す。一般基準は、２番から１１番までを検討した結果、記載のとおりとな

っており、許可の基準は満たしているものと判断いたしました。 

以上のようなことから、現地調査班の意見は「許可相当」と思われま

す。 

 

ありがとうございました。以上で調査班による報告が終わりました。こ

れより議案第３号について質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 

   （なしの声） 

 

質疑なしと認めます。お諮りいたします。議案第３号については、転用
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に係る面積が３０ａ以下の案件でありますので、栃木県農業会議常設審

議委員会からの意見聴取は行わず、他法令との調整のうえ、申請のとおり

許可することに賛成の委員の挙手を求めます。 

 

   （挙手全員） 

 

挙手全員であります。よって、議案第３号については、転用に係る面積

が３０ａ以下の案件でありますので、栃木県農業会議常設審議委員会か

らの意見聴取は行わず、他法令との調整のうえ、申請のとおり許可するこ

とに決定いたしました。 

 

次に、議案第４号「非農地証明願について」を議題といたします。事務

局をして議案第４号の説明をさせます。 

 

議案第４号 非農地証明願について、次のとおり証明願いがありまし

たので、意見を求めます。 

令和２年１２月２４日提出 佐野市農業委員会会長。 

 

（議案第４号 朗読し説明） 

 

事務局の説明が終わりました。なお、本件については、調査班により現

地調査が行われておりますので、調査結果の報告に入ります。議案第４号

について、調査班、お願いいたします。 

 

非農地４６６番について報告いたします。 

願出地の周囲には農地が無いため、営農に支障はないと思われます。 

願出地は人為的に転用行為が行われており、また２０年以上経過して

おり、非農地証明は妥当であると思われます。 

非農地４６７番について報告いたします。 

願出地の周囲には農地が無いため、営農に支障はないと思われます。 

願出地は人為的に転用行為が行われており、また２０年以上経過して

おり、非農地証明は妥当であると思われます。 

 

ありがとうございました。以上で調査班による報告が終わりました。こ

れより議案第４号について質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 

   （なしの声） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

調査班 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

質疑なしと認めます。お諮りいたします。議案第４号について、願いの

とおり証明することに賛成の委員の挙手を求めます。 

 

   （挙手全員） 

 

挙手全員であります。よって、議案第４号は、願いのとおり証明するこ

とに決定いたしました。 

 

次に、議案第５号「佐野農業振興地域整備計画の軽微な変更について」

を議題といたします。事務局をして議案第５号の説明をさせます。 

 

議案第５号 佐野農業振興地域整備計画の軽微な変更について、この

ことについて、佐野市長から協議がありましたので、意見を求めます。 

令和２年１２月２４日提出 佐野市農業委員会会長。 

 

（議案第５号 朗読し説明） 

 

事務局の説明が終わりました。なお、本件については、調査班により現

地調査が行われておりますので、調査結果の報告に入ります。議案第５号

について、調査班、お願いします。 

 

軽微な変更２７番について報告します。 

２の検討状況ですが、農業用施設用地に変更された後、転用目的が農業

用施設ということから、不許可の例外事由に該当します。 

また、一般基準は記載のとおりとなっており、許可の基準は満たしてい

るものと判断いたしました。 

以上のようなことから、現地調査班の意見は「転用許可の見込みは、有

り」と思われます。 

軽微な変更２８番について報告します。 

２の検討状況ですが、農業用施設用地に変更された後、転用目的が農業

用資材置場ということから、不許可の例外事由に該当します。 

また、一般基準は記載のとおりとなっており、許可の基準は満たしてい

るものと判断いたしました。 

以上のようなことから、現地調査班の意見は「転用許可の見込みは、有

り」と思われます。 

 

ありがとうございました。以上で調査班による報告が終わりました。こ

こで、審議に入る前に、議事参与の制限についてご案内します。議案第５



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

号 軽微な変更２７番について、議席番号１２番 大朏 孝委員が議事

参与の制限に該当します。議案を分割して質疑させていただきますので、

ご了承願います。 

議案第５号 軽微な変更２７番について審議します。大朏 孝委員の

退室をお願いします。 

 

（大朏 孝委員 退室１４：１３） 

 

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 

   （なしの声） 

 

質疑なしと認めます。お諮りいたします。議案第５号 軽微な変更２７

番については、農用地区域内の用途区分が変更された場合の農業用施設

用地への転用許可の見込みの有無を「有」とすることに賛成の委員の起立

を求めます。 

 

   （挙手全員） 

 

挙手全員であります。よって、議案第５号 軽微な変更２７番について

は、農用地区域内の用途区分が変更された場合の農業用施設用地への転

用許可の見込みの有無を「有」とすることに決定いたしました。大朏 孝

委員の入室をお願いします。 

 

   （大朏 孝委員 入室１４：１４） 

 

次に、議案第５号 軽微な変更２８番について審議します。これより質

疑に入ります。質疑はありませんか。 

 

   （なしの声） 

 

質疑なしと認めます。お諮りいたします。議案第５号 軽微な変更２８

番については、農用地区域内の用途区分が変更された場合の農業用施設

用地への転用許可の見込みの有無を「有」とすることに賛成の委員の挙手

を求めます。 

 

（挙手全員） 

 



 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

挙手全員であります。よって、議案第５号 軽微な変更２８番について

は、農用地区域内の用途区分が変更された場合の農業用施設用地への転

用許可の見込みの有無を「有」とすることに決定いたしました 

 

次に、議案第６号「佐野市農用地利用集積計画の決定について」を議題

といたします。事務局をして議案第６号の説明をさせます。 

 

議案第６号 佐野市農用地利用集積計画の決定について、農業経営基

盤強化促進法第１８条第１項の規定により、佐野市長から決定の依頼が

ありましたので意見を求めます。 

令和２年１２月２４日提出 佐野市農業委員会会長。 

 

（議案第６号 朗読し説明） 

 

事務局の説明が終わりました。これより議案第６号について質疑に入

ります。質疑はありませんか。 

 

   （なしの声） 

 

質疑なしと認めます。お諮りいたします。議案第６号については、計画

のとおり承認することに賛成の委員の挙手を求めます。 

 

   （挙手全員） 

 

挙手全員であります。よって、議案第６号については、計画のとおり承

認することに決定いたしました。 

 

次に、議案第７号「農地中間管理事業に係る農用地利用集積計画の決定

について」を議題といたします。事務局をして議案第７号の説明をさせま

す。 

 

議案第７号 農地中間管理事業に係る農用地利用集積計画の決定につ

いて、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により、佐野市長か

ら決定の依頼がありましたので意見を求めます。 

令和２年１２月２４日提出 佐野市農業委員会会長。 

 

（議案第７号 朗読し説明） 

 



議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局の説明が終わりました。ここで、審議に入る前に、議事参与の制

限についてご案内します。議案第７号 利用権設定関係の４番、７番、１

０番、１４番について、議席番号１４番 川田恒夫委員が議事参与の制限

に該当します。議案を分割して質疑させていただきますので、ご了承願い

ます。 

議案第７号 利用権設定関係の４番、７番、１０番、１４番について審

議します。川田恒夫委員の退室をお願いします。 

 

（川田恒夫委員 退室１４：２０） 

 

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 

   （なしの声） 

 

質疑なしと認めます。お諮りいたします。議案第７号 利用権設定関係

の４番、７番、１０番、１４番については、計画のとおり承認することに

賛成の委員の挙手を求めます。 

 

   （挙手全員） 

 

挙手全員であります。よって、議案第７号 利用権設定関係の４番、７

番、１０番、１４番については、計画のとおり承認することに決定いたし

ました。川田恒夫委員の入室をお願いします。 

 

   （川田恒夫委員 入室１４：２１） 

 

次に、議案第７号 利用権設定関係の４番、７番、１０番、１４番以外

の案件について審議します。これより質疑に入ります。質疑はありません

か。 

 

   （なしの声） 

 

質疑なしと認めます。お諮りいたします。議議案第７号 利用権設定関

係の４番、７番、１０番、１４番以外の案件については、計画のとおり承

認することに賛成の委員の挙手を求めます。 

 

   （挙手全員） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

挙手全員であります。よって、議案第７号 利用権設定関係の４番、７

番、１０番、１４番以外の案件については、計画のとおり承認することに

決定いたしました。 

 

 以上をもちまして、本総会に提出されました全議案の審議を終了いた

しました。令和２年第１３回佐野市農業委員会総会を閉会いたします。慎

重審議、ご協力ありがとうございました。 

１４時２２分閉会 

 


